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当法人は、高齢者、障害者等の権利の擁護及び福祉の増進に寄与することを目的

として活動しており、当法人の会員の多くが、成年後見人等として過去に特別定額給

付金等の申請手続を行っています。成年被後見人等に代理して成年後見人等が手

続を行うにあたり、速やかに手続ができず給付金等の受給が遅れた事例が多数あっ

たこと等から、当法人は、今般実施される「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給

付金」の給付事務に関して、次のとおり意見を表明します。 

【意見の要旨】 

１ 申請書類は、事前に届出をすること等により、成年後見人等の住所又は事務所宛

に郵送していただきたい。 

２ 給付金の給付の申請時における、法務局発行の登記事項証明書又は家庭裁判

所の審判書の謄本の提示又は提出による成年後見人等の代理権の確認について

は、手続の円滑かつ迅速の観点から、書類の有効期間及び代理権の範囲を緩や

かに解していただきたい。 

【理由】 

１ 申請書類の送付先を成年後見人等の住所又は事務所とすることを可能とすること 

 成年被後見人等は、療養看護等の必要上、住民票上の住所地とは別の施設、病院

等で生活していることが少なくないことから、たとえ世帯主である場合であっても、成年

被後見人等宛の申請書類を受け取った家族が世帯主の名で給付金等の給付の申請

手続をとり、家族が給付金等を受領してしまうことにより、結果的に世帯主である成年

被後見人等が給付金等を受領することができない場合がある。特に家族から経済的

虐待を受け、住民票上の住所を変更しないまま、住所地から離れて生活している成年

被後見人等は、不利益を受ける可能性が高い。また、成年被後見人等が住民票上の

住所地で生活している場合であっても、判断能力の低下により郵便物を適切に管理

することができなくなっていることも少なくなく、申請書類を紛失してしまう可能性もあ



る。 

成年後見人等が速やかに申請書類を受領して成年被後見人等のために給付金の

給付の申請手続を円滑に行うことができるようにするために、成年後見人等の住所又

は事務所宛に申請書類を送付していただくことが必要である。 

２ 給付金の給付の申請時の代理権の確認（証明）については、登記事項証明書等

の有効期間及び代理権の範囲を緩やかに解すべきであること 

 成年被後見人等の法定代理人である成年後見人等は、通常はその代理権を、法務

局発行の登記事項証明書又は家庭裁判所の審判書の謄本の提示又は提出によって

証明するが、印鑑登録証明書や住民票などとは異なり、後見に関する登記事項証明

書の交付は、各都道府県に１か所しかない法務局又は地方法務局の本局（戸籍課）

でしか受けられない（郵送により交付の請求をする場合には、東京法務局に請求をす

る必要がある）し、後見等の開始の審判書の謄本も、管轄家庭裁判所でしか交付を受

けられない。そのため、これらの証明書類の交付を受けるためには、日数を要すること

が少なくない。成年後見人等は、常に新しい登記事項証明書を手元に備え置いてい

るわけではないので、後見に関する登記事項証明書や、家庭裁判所の審判書の謄本

の有効期間が短期間とされてしまうと、成年後見人等が迅速に給付金の給付の申請

手続をとることができなくなってしまう。 

また、給付金の給付の申請者が、被補助人又は被保佐人である場合、必ずしも今

回のような給付金の給付申請の事務を事前に想定していないことから、補助人又は保

佐人に付与された代理権の範囲として、「給付金の申請」、「臨時給付金その他の公

的給付の受領及びこれに関する諸手続」といった文言の代理行為を掲げていないケ

ースもある。しかし、補助人や保佐人に、社会保障給付や公的給付の受領に関する代

理権が付与されている場合（補助人・保佐人に付与された代理権の範囲として、代理

行為目録に社会保障給付や公的給付の受領に関する代理権が付与されているものと

読み取れる記載がある場合）には、代理権の範囲を緩やかに解し、補助人・保佐人が

給付金の給付の申請・受領の手続を行えるようにしていただきたい。 

なお、給付金の給付の申請者が被補助人又は被保佐人である場合には、補助人

又は保佐人が、被補助人又は被保佐人から委任を受けて給付金の給付の申請手続

を代理することも可能であるが、コロナ禍のため入院・入所先の病院、施設等において

広く面会制限が実施されている現状では、補助人又は保佐人が被補助人又は被保

佐人と面談の上、委任状を取り付けて手続を行うことは、多大な困難を伴うことに配慮

していただきたい。


